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第612号

二
年
度
の
保
険
料
の
年
額
は
、
通
常
の
四
分
の
一
に
な
り

ま
す
。

　

納
付
方
法
は
、
年
金
の
受
給
額
が
年
額
十
八
万
円
以
上

（
月
額
一
万
五
千
円
以
上
）
の
方
は
、
年
金
か
ら
天
引
き

さ
れ
ま
す
（
特
別
徴
収
）
。
ま
た
、
年
金
の
受
給
額
が
年

額
十
八
万
円
未
満
（
月
額
一
万
五
千
円
未
満
）
の
方
は
、

市
か
ら
お
送
り
す
る
納
付
書
ま
た
は
口
座
振
替
で
納
め
て

い
た
だ
き
ま
す
（
普
通
徴
収
）
。

　

介
護
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
際
に
は
、
サ
ー
ビ
ス
提
供

機
関
に
費
用
の
一
割
を
支
払
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
ま

た
、
施
設
で
の
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る
場
合
の
食
費
も
負

担
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
一
割
の
利
用
者
負
担
が
著
し
く
高
額
に
な
っ
た

場
合
は
、
上
限
額
を
超
え
た
分
に
つ
い
て
、
申
請
に
よ
り

後
で
市
か
ら
支
給
さ
れ
ま
す
（
高
額
介
護
サ
ー
ビ
ス

費
）
。
所
得
の
低
い
方
に
は
、
低
い
上
限
額
を
設
定
し
、

負
担
が
重
く
な
り
す
ぎ
な
い
よ
う
に
配
慮
す
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
制
度
に
お
け
る
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
給
付
に
必

要
な
費
用
は
、
半
分
を
公
費
（
国
、
都
道
府
県
、
市
区
町

村
か
ら
の
負
担
金
）
で
、
残
り
の
半
分
を
皆
さ
ん
の
保
険

料
で
賄
い
ま
す
。

　

介
護
保
険
に
加
入
す
る
の
は
、
六
十
五
歳
以
上
の
方

（
第
一
号
被
保
険
者
）
と
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の

医
療
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
（
第
二
号
被
保
険
者
）
で

す
が
、
こ
の
ほ
ど
座
間
市
に
お
住
ま
い
の
第
一
号
被
保
険

者
が
支
払
う
保
険
料
の
基
準
額
が
、
月
額
二
千
八
百
四
十

九
円
に
決
定
し
ま
し
た
。
実
際
の
保
険
料
は
、
こ
の
基
準

額
を
基
に
そ
れ
ぞ
れ
の
所
得
段
階
に
応
じ
た
額
（
下
表
参

照
）
を
納
め
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

第
二
号
被
保
険
者
の
保
険
料
は
、
医
療
保
険
各
法
の
定

め
に
基
づ
き
算
定
さ
れ
ま
す
。

　

健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
給
料
に
よ
り
保
険

料
が
異
な
り
ま
す
。
保
険
料
は
原
則
と
し
て
半
額
を
事
業

主
が
負
担
し
、
医
療
保
険
料
と
合
わ
せ
て
健
康
保
険
料
と

し
て
四
月
か
ら
徴
収
さ
れ
ま
す
。

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
、
所
得
、
資
産

な
ど
に
よ
っ
て
金
額
が
異
な
り
ま
す
。
算
定
さ
れ
た
額
か

ら
国
の
負
担
額
を
控
除
し
、
残
り
の
部
分
を
各
加
入
者
が

負
担
し
ま
す
。
世
帯
に
四
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満
の
被

保
険
者
が
い
る
場
合
、
世
帯
主
が
医
療
分
と
合
わ
せ
て
、

国
民
健
康
保
険
税
と
し
て
六
月
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま

す
。

　

六
十
五
歳
以
上
（
第
一
号
被
保
険
者
）
の
方
の
保
険
料

は
、
国
の
特
別
対
策
に
よ
っ
て
四
月
か
ら
九
月
ま
で
は
徴

収
さ
れ
ま
せ
ん
。
十
月
か
ら
納
め
て
い
た
だ
き
ま
す
が
、

一
年
間
は
二
分
の
一
に
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
平
成
十

みみみみみみみみみみみ
んんんんんんんんんんん
ななななななななななな
ででででででででででで
支支支支支支支支支支支
えええええええええええ
合合合合合合合合合合合
おおおおおおおおおおお
ううううううううううう

　

高
齢
化
が
進
む
と
と
も
に
、
虚
弱
や
長
期
の
寝
た
き

り
状
態
、
痴
ほ
う
な
ど
に
な
っ
て
、
支
援
や
介
護
を
必

要
と
す
る
高
齢
者
が
急
速
に
増
え
て
い
ま
す
。
そ
の
一

方
で
高
齢
者
を
支
え
る
若
い
人
た
ち
の
数
が
減
り
、
介

護
者
も
高
齢
化
す
る
な
ど
高
齢
者
介
護
の
問
題
は
、
老

後
の
大
き
な
不
安
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。
こ
う
し
た

こ
と
か
ら
、
介
護
を
社
会
全
体
で
支
え
て
い
く
た
め
、

●第１号被保険者の保険料の決まり方●

年額保険料負担割合条　　　件段　階

１７，０９０円基準額×０.５０世帯全員が住民税非課税の老齢福祉
年金受給者および生活保護受給者第１段階

２５，６４０円基準額×０.７５世帯全員が住民税非課税第２段階

３４，１８０円基準額×１.００本人が住民税非課税（世帯に課税者がいる）第３段階

４２，７３０円基準額×１.２５本人が住民税課税で前年の合計所得
金額が２５０万円未満第４段階

５１，２８０円基準額×１.５０本人が住民税課税で前年の合計所得
金額が２５０万円以上第５段階

※基準額は年額３４，１８８円（月額２，８４９円×１２カ月）です。

「
介
護
保
険
制
度
」が

四
月
一
日
か
ら
「
介
護
保
険
制
度
」
が
ス
タ
ー
ト
し
ま

し
た
。

　

今
回
は
、
こ
の
介
護
保
険
制
度
の
保
険
料
な
ど
を
一

面
で
、
介
護
保
険
制
度
の
概
要
と
制
度
開
始
に
伴
う
保

健
福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
を
四
・
五
面
で
紹
介
し
ま
す
。

担
当　

高
齢
対
策
課　

�
０
４
６（
２
５
２
）７
５
３
８

�
０
４
６（
２
５
２
）８
２
８
３

歳
以
上
の
方（
第
１
号
被
保
険
者
）の

６５保
険
料
基
準
額
は
月
額
２
、８
４
９
円

歳
以
上

歳
未
満
の
方

４０

６５

（
第
２
号
被
保
険
者
）の
保
険
料
は
？

●介護保険制度の財源●

い
よ
い
よ
ス
タ
ー
ト

（１０円未満端数切り捨て）

！！！！！！！！！！！

歳
以
上
の
方
の

６５保
険
料
納
付
は

月
か
ら

１０

利
用
者
負
担
は
費
用
の
１
割
で
す

社会保険診療報酬支払基金�

交付�

納付�

医療保険者�
（健保組合・国保など）�

年金保険者�

国25％�
都道府県12.5％�
市区町村12.5％�

第1号�
被保険者�

第2号被保険者の保険料�
（40歳以上65歳未満の人）�

医療保険料と一緒に支払い�

第１号被保険者の保険料�
（65歳以上の人）�

個別の支払い�年金から徴収�

第2号�
被保険者�

●介護保険の財源●
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便便便便便便便便便便便利利利利利利利利利利利 忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘忘れれれれれれれれれれれななななななななななないいいいいいいいいいい！！！！！！！！！！！春の全国交通安全運動
期間　４月６日～１５日

「交通安全は　一人ひとりの　心がけ」
「新入学（園）児を交通事故から守ろう」

スローガン

「新入学（園）児を中心とした子どもの
交通事故防止」
「高齢者の交通事故防止」
「チャイルドシートとシートベルトの着
用の徹底」
「自転車・二輪車の交通事故防止」
「飲酒運転の追放」

重点項目

３/３１２/２８１/３１１２/２５１１/３０１０/３１９/３０８/３１７/３１６/３０５/３１４/３０

納期限の日が、土曜・日曜日のときは月曜日。祝日のときはその翌日。〈注１〉

４期３期２期１期固定資産税・都市計画税

４期３期２期１期個人市県民税

全期軽自動車税

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期国民健康保険税

前納
国民年金保険料

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月

３月２月１月１２月１１月１０月９月８月７月６月５月４月市営住宅使用料

１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期介護保険料

１２期１１期１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期
児童ホーム保護者負担金
（児童ホーム保育料）

１２期１１期１０期９期８期７期６期５期４期３期２期１期
保育所保護者負担金
（保育園保育料）

〈注１〉国民年金保険料については、４月３０日が土曜・日曜日のときは、その前の金曜日が納期限です。
〈注２〉市営住宅使用料の１２月分の納期限については、金融機関などの１月最初の営業日です。
〈注３〉介護保険料の納期については、平成１２年度に限り１０月から３月までの６期になります。
〈注４〉児童ホーム・保育所保護者負担金については、平成１２年度の１月（第１０期）納期分からの予定です。

〈注２〉

　

市
で
は
、
市
税
な
ど
を
銀
行
な

ど
の
窓
口
や
市
役
所
に
直
接
出
向

い
て
納
め
る
必
要
が
な
い
、
便
利

で
安
全
な
口
座
振
替
制
度
を
お
勧

め
し
て
い
ま
す
。
四
月
か
ら
は
、

新
た
に
郵
便
局
で
も
口
座
振
替
が

利
用
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
一
層

便
利
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
口
座
振
替
が
で
き
る
市

税
な
ど
（
種
目
に
よ
っ
て
は
年
度

の
途
中
か
ら
口
座
振
替
を
開
始
す

る
も
の
が
あ
り
ま
す
）
に
つ
い
て

は
下
表
の
と
お
り
で
す
の
で
、
ど

う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※
水
道
料
金
・
下
水
道
使
用
料

は
、
従
前
か
ら
郵
便
局
で
口
座
振

替
を
取
り
扱
っ
て
い
ま
す
の
で
、

引
き
続
き
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

預
（
貯
）
金
通
帳
お
よ
び
通
帳

印
を
取
扱
金
融
機
関
ま
た
は
郵
便

局
に
持
参
の
上
、
備
え
付
け
て
あ

る
『
座
間
市
口
座
振
替
申
し
込
み

用
紙
』
で
申
し
込
み
を
し
て
く
だ

さ
い
（
申
し
込
ま
れ
る
金
融
機
関

な
ど
が
市
外
に
あ
る
場
合
は
、
あ

ら
か
じ
め
申
し
込
み
用
紙
を
、
各

担
当
ま
た
は
市
役
所
出
張
所
に
請

求
し
て
く
だ
さ
い
）
。

　

な
お
、
口
座
振
替
の
開
始
日

は
、
原
則
と
し
て
申
込
日
か
ら
一
カ

月
経
過
し
た
後
、
最
初
に
到
来
す
る

納
期
限
で
す
が
、
希
望
さ
れ
る
開
始

日
（
申
込
日
か
ら
一
カ
月
経
過
以
降

の
納
期
限
日
）
が
明
記
さ
れ
て
い
る

場
合
は
、
そ
の
日
と
し
ま
す
。
た
だ

し
、
郵
便
局
の
場
合
は
、
審
査
に
日

数
を
要
し
ま
す
の
で
申
込
日
か
ら
二

カ
月
経
過
以
降
の
納
期
限
日
を
記
載

し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
各
担
当
へ
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

４
月
か
ら
郵
便
局
で
も
市
税

な
ど
の
口
座
振
替
が
で
き
ま
す

で
口
座
振
替
の
申
し
込
み
は
簡
単

　

五
月
の
大
凧
ま
つ
り
会
場

で
開
催
さ
れ
る
「
第
十
六
回

わ
ん
ぱ
く
相
撲
座
間
場
所
」

に
出
場
す
る
小
学
生
を
募
集

し
ま
す
。　

こ
の
大
会
は
、

国
技
で
あ
る
相
撲

を
通
じ
て
、
子
供

た
ち
が
心
身
共
に

健
や
か
に
成
長
し

て
く
れ
る
こ
と
を

願
っ
て
毎
年
開
催

さ
れ
て
い
る
も
の

で
す
。

　

な
お
、
座
間
場

所
に
お
け
る
四
年

か
ら
六
年
生
ま
で

の
学
年
別
優
勝
者

は
、
両
国
国
技
館

で
行
わ
れ
る
全
国

わわ
んん
ぱぱ
くく
力力
士士
集
ま
れ
！

　

わ
ん
ぱ
く
相
撲
座
間
場
所
を
開
催

大
会
に
地
区
代
表
と
し
て
出
場
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

○
と　

き　

五
月
四
日（
木
）午
前

九
時
競
技
開
始

○
と
こ
ろ　

大
凧
ま
つ
り
会
場
内

特
設
土
俵
（ 
座  
架 
依
橋
上
流
左

ざ 

か
え

岸
）
※
雨
天
の
場
合
は
、
市
立

座
間
小
学
校
体
育
館

○
主　

催　

座
間
青
年
会
議
所

○
競
技
方
法　

学
年
別
勝
ち
抜
き

戦
○
応
募
資
格　

市
内
お
よ
び
近
郊

に
在
住
・
在
学
の
小
学
三
年
〜

六
年
生
の
男
児

○
募
集
人
員　

百
五
十
人
（
先
着

順
）

○
応
募
方
法　

四
月
二
十
八
日

（
金
）ま
で
に
、
参
加
申
込
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
「
わ
ん

ぱ
く
相
撲
座
間
場
所
事
務
局
」

あ
て
郵
送
ま
た
は
フ
ァ
ク
ス

（
郵
送
先
住
所
お
よ
び
フ
ァ
ク

ス
番
号
は
、
参
加
申
込
書
に
記

載
）
で
応
募

○
問
い
合
わ
せ
先　

担
当
ま
た
は

同
事
務
局
�
０
９
０（
３
２
０

９
）４
４
３
３
（
山
田
）
へ

担
当　
　
　
　
　
　
　

青
少
年
課

�
０
４
６（
２
５
３
）８
４
１
５

※　５月３日（水）は祝日のため、水曜日地区
の「カン、ビン、ペットボトル」の収集
をお休みします。
※１　５月４日（木）は祝日ですが、木曜日地
区の「カン、ビン、ペットボトル」を収
集します。
※２　５月５日（金）は祝日ですが、金曜日地
区の「カン、ビン、ペットボトル」を収
集します。
※３　７月２０日（木）は祝日ですが、木曜日地
区の「カン、ビン、ペットボトル」を収
集します。
※　ビン、ペットボトルのキャップははず
し、プラスチックは燃えるごみ、アルミ
は燃えないごみに出してください。
※　雨の日に紙、布を出す場合は、濡れな
いように出してください。濡れると資源に
なりません。
※　資源物とごみは、収集日の日の出から朝
８時３０分までに集積所に出してください。
※　処分場が満杯です。ごみの減量化、資
源化にご協力を！

　次回（８月～１１月分）は、８月１日
号で掲載する予定です。

担当　資源対策課　�０４６（２５２）７６５９

振替種目と振替日一覧

〈注３〉

〈注４〉

〈注４〉

金曜日地区木曜日地区水曜日地区火曜日地区　地区

分
　類

月　　

東原、小松原、ひばりが丘、
日産座間寮、日産栗原寮

立野台、相武台、緑ケ丘、
栗原、栗原中央、南栗原、
西栗原、さがみ野、東建座間
ハイツ、東建ニューハイツ、
クレスト座間

相模が丘、広野台

座間、明王、四ツ谷、新田
宿、入谷
　東建座間ハイツ、東建
　ニューハイツ、クレス
　ト座間は除く

燃えな

いごみ

カン・ビン
ペット
ボトル

紙布
カン・ビン
ペット
ボトル

燃えな

いごみ

カン・ビン
ペット
ボトル

紙布
カン・ビン
ペット
ボトル

燃えな

いごみ

カン・ビン
ペット
ボトル

紙布
カン・ビン
ペット
ボトル

燃えな

いごみ

カン・ビン
ペット
ボトル

紙布
カン・ビン
ペット
ボトル

２８２１１４７２７２０１３６２６１９１２５２５１８１１４４月

２６１９１２５２５１８１１４３１２４１７　１０　２３・３０１６９　２　５月

２３・３０１６９２２２・２９１５８１２８２１１４７２７２０１３６６月

２８２１１４７２７２０１３６２６１９１２５２５　１８　１１４７月

日 日 日 日 日日 日 日 日 日 日日 日 日 日 日

※１ ※２

※３

（ ）

資源物分別収集カレンダー

市税などの納付は口座振替で

4月～7月分 ４月から７月までの資源物の収集日程はカレンダーのとおりです。

市交通安全対策協議会

４月１日からチャイルドシート
着用が義務付けられました

　道路交通法の一部改正により、４月１
日から、６歳未満の乳幼児を自動車に乗
せる場合は、幼児用補助装置（チャイル
ドシート）の使用が義務付けられました。
　市では、市交通安全協会に補助金を支
出し、ベビーシート（おおむね１０カ月ま
での乳児用）を無料で貸し出ししていま
す。
※予約状況によりお待ちいただくことが
あります。詳しくは、担当へお問い合わ
せください。
担当　市交通安全協会

�０４６（２５５）１１１１内線３９０４
《銀行》横浜・第一勧業・さくら・富士・あさひ・三和・住友・大和・東海・
中央三井信託・静岡・スルガ・三菱信託・神奈川・静岡中央・八千代

《信用金庫》横浜・平塚・城南
《信用組合》厚木
《郵便局など》郵便局・さがみ農業協同組合・神奈川県労働金庫・神奈川県
信用農業協同組合

取扱金融機関等

固定資産税・都市計画税、市・県民税、軽自動車税については
収納課�０４６（２５２）８０２１

国民健康保険税については　　　　　　　　 国保年金課�０４６（２５２）７００３
国民年金保険料については　　　　　　　　 国保年金課�０４６（２５２）７０３５
市営住宅使用料については　　　　　　　　　　 建築課�０４６（２５２）７０３２
介護保険料については　　　　　　　　　　 高齢対策課�０４６（２５２）７７１９
児童ホーム保護者負担金については　　　　　　 児童課�０４６（２５２）７２０１
保育所保護者負担金については　　　　　　　　 児童課�０４６（２５２）７２０２

問い合わせ先

納期限
税目等
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お好きな曲はドリー？
○と　き　４月１２日（水）午後０時２０分～４０分
○ところ　市庁舎１階市民サロン
○曲　目　フォーレ作曲　組曲「ドリー」
○演奏者　ピアノ連弾　須藤恒平・須藤裕美

今月のロビーコンサート
環境通信10

に
従
事
し
て
い
た
だ
け
る
方
を
募

集
し
ま
す
。

◇
募
集
人
員　

約
九
百
五
十
人

◇
応
募
資
格　

原
則
と
し
て
二
十

歳
以
上
で
、
調
査
事
務
に
責
任

を
持
ち
調
査
内
容
の
秘
密
を
厳

守
で
き
る
方（
た
だ
し
、税
務
・

　

市
で
は
、
家
庭
か
ら
出
さ
れ
る

生
ご
み
の
減
量
化
対
策
と
し
て
、

電
動
式
生
ご
み
処
理
機
ま
た
は
生

ご
み
処
理
容
器
（
コ
ン
ポ
ス
ト
）

を
購
入
す
る
世
帯
に
、
購
入
費
の

一
部
を
補
助
し
て
い
ま
す
。

○
補
助
の
対
象
者

　

処
理
機
の
管
理
が
で
き
る
市
内

在
住
の
方

○
補
助
の
対
象
機
器

　

材
質
が
耐
久
性
を
備
え
、
電
力

な
ど
人
工
的
外
部
エ
ネ
ル
ギ
ー
を

使
用
し
、
生
ご
み
を
た
い
肥
化
す

る
機
器
（
機
種
は
問
い
ま
せ
ん
）

○
補
助
金
額

　

三
万
円
を
上
限
に
、
購
入
金
額

の
二
分
の
一
（
百
円
未
満
切
り
捨

て
）
を
、
一
世
帯
に
つ
き
一
台
分

の
み
補
助

○
申
請
方
法

　

事
前
に
電
話
で
担
当
へ
申
し
込

み
後
、
処
理
機
を
購
入
し
て
い
た

だ
き
、
必
要
書
類
を
添
え
て
担
当

課
窓
口
で
申
請
手
続
き

※
す
で
に
購
入
し
て
い
る
処
理
機

　日ごろ、健康の保持・増進に心掛けた
いけれども「運動の仕方が分からない」
「続けることかできない」と悩んでい
らっしゃいませんか。
　市民体育館では、シルバー世代の皆さ
んが、自分の体力に見合った手軽な運動
を理解し、日常生活の中で習慣的、継続
的に実践しながら健康を保持していただ
けるよう応援する講座『シルバー元気塾』
を開催します。
　ぜひ、皆さんのご参加をお待ちしてい
ます。
◇と　き　５月９日、１６日いずれも火曜
日午前１０時～１１時
◇ところ　市民体育館（スカイアリーナ
座間）中体育室
◇内　容　実技と解説、質疑応答
◇講　師　 自  彊  術 実践指導者　山口省

じ きょう じゅつ

さん
◇対　象　６０歳以上の方
◇定　員　５０人
◇受講料　５００円（２日分）
◇持ち物　トレーニングウエア・シュー
ズなど運動のできる服装、タオルなど
◇申込方法　４月５日（水）から受講料を
添えて、午前１０時～正午・午後１時～
４時の間に直接担当へ（電話予約可）
担当　市民体育館�０４６（２５５）００７７

雨水浸透施設の助成金額が増額になりました
　市では、「座間市の地下水を保全する条例」に基づき、雨水を地下に

浸透させ、地下水のかん養を促進する施設（雨水浸透ます、雨水浸透ト

レンチ、駐車場の浸透性アスファルト舗装）の設置に対する助成制度を

設けていますが、４月から助成金額の一部を下記のとおり改定しました。

　雨水は、地中の土を湿らせ植物をはぐくみ、また、地下に染み込む間

に浄化され、一部が 湧 水となって清らかな水で川を潤します。さらに、
ゆう

本市では、市営水道の水源として地下水は貴重な資源となっています。

　都市化の進む本市にあって、今後ともおいしい水道水が供給できるよ

う、地下水保全に皆さんのご協力をお願いします。

○雨水浸透ます　　　１基当たり８，５００円q１２，５００円

○雨水浸透トレンチ　１メートル当たり４，３００円q６，５００円

　担当　　　　　　　　　　　　　　　　　環境保全課�０４６（２５２）７６７５

　

国
で
は
、
十
月
一
日
を
基
準
日

と
し
て
、
全
国
一
斉
に
国
勢
調
査

を
実
施
し
ま
す
。
五
年
ご
と
に
行

わ
れ
る
こ
の
調
査
は
、
大
正
九
年

に
初
め
て
実
施
さ
れ
て
以
来
、
今

回
が
十
七
回
目
と
な
り
ま
す
。

　

国
勢
調
査
は
、
国
内
に
居
住
す

る
す
べ
て
の
方
を
調
査
の
対
象
と

し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
本
市
で

も
、
市
内
を
九
百
九
十
九
の
調
査

区
に
分
割
し
て
調
査
す
る
と
い
う

大
規
模
な
も
の
と
な
り
ま
す
。
ま

た
、
調
査
結
果
に
つ
い
て
は
、
各

種
計
画
の
立
案
、
行
政
施
策
の
策

定
の
基
礎
資
料
な
ど
に
広
く
活
用

さ
れ
る
ほ
か
、
県
や
市
議
会
の
議

員
定
数
の
決
定
、
地
方
交
付
税
の

算
定
基
準
、
都
市
計
画
区
域
の
指

定
な
ど
に
当
た
っ
て
は
、
法
令
に

よ
っ
て
国
勢
調
査
の
人
口
が
用
い

ら
れ
る
な
ど
、
最
も
基
本
的
で
重

要
な
調
査
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

　

市
で
は
、
こ
の
調
査
を
円
滑
に

進
め
る
た
め
、
統
計
調
査
に
興
味

の
あ
る
方
や
統
計
調
査
に
従
事
し

た
経
験
が
あ
る
方
な
ど
国
勢
調
査

員
と
し
て
調
査
票
の
配
布
・
回
収

国
勢
調
査
に
ご
協
力
を

警
察
関
係
者
お

よ
び
公
職
選
挙

法
に
基
づ
く
立

候
補
予
定
者
な

ど
選
挙
関
係
者

を
除
き
ま
す
）

◇
調
査
期
間　

九
月
二
十
日（
水
）

〜
十
月
九
日（
月
）

◇
報　

酬　

五
万
円
程
度

◇
応
募
方
法　

五
月
三
十
一
日

（
水
）ま
で
に
、
は
が
き
に
住

所
、
氏
名
、
生
年
月
日
、
性

別
、
職
業
、
電
話
番
号
、
統
計

『
電
動
式
生
ご
み
処
理
機
』と『
生
ご
み
処
理
容
器
』の

購
入
費
補
助
金
制
度
の
ご
活
用
を

み
ご

の
減
量
化
に

に
つ
い
て
は
、
補
助
の
対
象
と
な

り
ま
せ
ん
。

○
補
助
の
対
象
者

　

処
理
容
器
の
管
理
お
よ
び
た
い

肥
化
し
た
も
の
を
自
ら
処
理
で
き

る
市
内
在
住
の
方

○
補
助
の
対
象
容
器
お
よ
び
補
助

金
額

　

市
内
指
定
販
売
店
で
指
定
容
器

（
屋
内
用
・
屋
外
用
）
を
購
入
す

る
際
に
、
一
台
当
た
り
の
購
入
金

額
が
四
千
円
を
超
え
る
場
合
に
は

三
千
円
、
四
千
円
以
下
の
場
合
に

は
購
入
金
額
の
二
分
の
一
（
百
円

未
満
切
り
捨
て
）
を
、
一
世
帯
に

つ
き
二
台
分
ま
で
補
助

○
申
請
方
法

　

事
前
に
担
当
窓
口
へ
印
鑑
を
持

参
の
上
、
補
助
金
等
交
付
申
請
書

に
必
要
事
項
を
記
入
し
て
提
出

○
指
定
販
売
店

　

▽
さ
が
み
農
協
座
間
営
農
経
済

セ
ン
タ
ー
＝
入
谷
一
ノ
四
五
三
ノ

一
�
０
４
６（
２
５
１
）０
０
１
１

▽　

カ
タ
ノ
＝
座
間
一
ノ
三
〇
九

（株）
五
ノ
一
�
０
４
６（
２
５
５
）５
１

１
５
▽
生
活
協
同
組
合
コ
ー
プ
か

な
が
わ
「
ハ
ー
モ
ス
座
間
」
＝
立

野
台
一
ノ
一
九
ノ
一
�
０
４
６

（
２
５
７
）３
３
３
５

※
処
理
容
器
を
す
で
に
購
入
し
て

い
る
場
合
や
、
市
か
ら
の
決
定
通

知
書
を
受
け
取
る
前
に
購
入
し
た

場
合
は
、
補
助
の
対
象
と
な
り
ま

せ
ん
。

担
当　
　
　
　
　
　

資
源
対
策
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
６
５
９

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

生
ご
み
処
理
容
器
購
入
費

補
助
金
制
度

平成12年度市民体育館
スポーツ公開講座第1弾

シルバー元気塾
塾生を募集！

第１回

　

市
で
は
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
健

康
に
暮
ら
せ
る
よ
う
良
好
な
生
活

環
境
を
保
全
す
る
た
め
、
市
内
の

緑
化
を
積
極
的
に
推
進
し
て
い
ま

す
。
こ
の
た
め
、
公
共
施
設
の
緑

化
ば
か
り
で
な
く
、
民
間
の
施
設

に
つ
い
て
も
、
駐
車
場
の
緑
化
に

対
し
て
樹
木
を
無
料
で
配
布
す
る

「
民
間
施
設
緑
化
事
業
」
、
ま

た
、
自
己
敷
地
内
へ
の
生
け
垣
設

置
に
対
し
て
奨
励
金
を
交
付
す
る

「
生
け
垣
設
置
奨
励
金
」
の
制
度

　

全
国
か
ら
三
千
五
百
二
十
九

校
（
園
）
、
約
二
十
万
点
も
の

作
品
応
募
が
あ
っ
た
第
三
十
回

世
界
児
童
画
展
に
お
い
て
、
多

数
の
優
秀
作
品
を
応
募
し
た
市

内
栗
の
実
保
育
園
が
、
団
体
賞

で
は
全
国
の
最
高
位
に
当
た
る

『
文
部
大
臣
全
国
団
体
奨
励

賞
』
と
し
て
全
国
の
十
校（
園
）

の
中
に
選
ば
れ
ま
し
た
。
し
か

も
、
保
育
園
と
し
て
の
入
賞
は

同
園
が
初
め
て
だ
っ
た
こ
と

で
、
保
育
園
の
頂
点
に
立
っ
た

と
い
う
快
挙
に
、
同
園
は
大
喜

び
で
し
た
。

　

絵
画
・
造
形
指
導
で
同
園
を

栄
誉
に
導
き
、
同
展
で
五
年
連

「
民
間
施
設
緑
化
事
業
」と

「
生
け
垣
設
置
奨
励
金
」

を
設
け
て
一
層
の
緑
化
に
努
め
て

い
ま
す
。
ど
う
ぞ
ご
利
用
く
だ
さ

い
。

◆
民
間
施
設
緑
化
事
業

○
配
布
条
件　

�
事
業
対
象
と
な

る
面
積
が
百
五
十
平
方
メ
ー
ト

ル
以
上
で
あ
る
こ
と
�
駐
車
場

を
目
的
と
す
る
施
設
で
あ
る
こ

と
○
配
布
内
容　

市
が
購
入
し
た
樹

木
の
苗
木
で
、
十
万
円
を
限
度

と
し
ま
す

○
手
続
き
方
法　

所
定
の
申
請
書

に
よ
り
、
担
当
へ

◆
生
け
垣
設
置
奨
励
金

○
対
象
条
件　

�
生
け
垣
は
、
公

道
ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
私
道

に
設
置
す
る
部
分
の
延
長
が
五

メ
ー
ト
ル
以
上
の
も
の
�
公
道

ま
た
は
こ
れ
に
準
ず
る
私
道
か

ら
生
け
垣
を
設
置
す
る
部
分
ま

で
の
高
さ
が
平
均
一
・
五
メ
ー

ト
ル
以
下
で
あ
る
こ
と
�
生
け

垣
は
、
樹
高
が
お
お
む
ね
一

メ
ー
ト
ル
以
上
で
、
か
つ
、
幅

一
メ
ー
ト
ル
当
た
り
に
四
本
以

上
列
植
す
る
も
の
で
あ
り
、
設

置
す
る
前
に
事
前
審
査
を
受
け

た
も
の

○
奨
励
金
額　

一
メ
ー
ト
ル
に
つ

き
二
千
円
（
限
度
四
万
円
）

○
手
続
き
方
法　

所
定
の
申
請
書

に
よ
り
、
担
当
へ

担
当　
　
　
　
　
　

公
園
緑
地
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
２
２
１

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

続
『
指
導
者
賞
』
を
受
賞
さ
れ

た
吉
川
孝
道
さ
ん
は「
こ
れ
ら
の

受
賞
が
、信
念
を
持
っ
て
取
り
組

ん
で
き
た
絵
画
・
造
形
の
指
導

を
広
く
知
っ
て
も
ら
う
良
い

き
っ
か
け
と
な
れ
ば
」
と
目
を

輝
か
せ
て
い
ま
し
た
。

●
世
界
児
童
画
展
で

　

栗
の
実
保
育
園
が
団
体
奨
励
賞

地

域

の

話

題

電
動
式
生
ご
み
処
理
機

購
入
費
補
助
金
制
度

調
査
経
験
の
有
無
（
有
る
場
合

は
調
査
名
も
記
入
）
を
明
記
の

上
、
〒
２
２
８－

８
５
６
６
市

役
所
企
画
政
策
課
統
計
係
あ
て

郵
送

　

各
方
面
か
ら
大
き
な
期
待
が
寄

せ
ら
れ
る
国
勢
調
査
の
趣
旨
を
ご

理
解
い
た
だ
き
、
調
査
へ
の
従
事

と
併
せ
て
調
査
に
対
す
る
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

担
当　
　
　
　
　
　

企
画
政
策
課

　

�
０
４
６（
２
５
２
）８
３
７
９

　

�
０
４
６（
２
５
５
）３
５
５
０

調
査
員
を
募
集
し
ま
す

ご
利
用

く
だ
さ
い
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○緊急短期入所
　おおむね６５歳以上の寝たきりなどの高齢
者を介護している方が、病気、事故、の寝
たきりなどの冠婚葬祭などの理由により一
時的に介護することができなくなった場合
に、特別養護老人ホームなどで高齢者をお
預かりして介護するサービスです。
○ひとり暮らし等高齢者訪問
　生活支援が必要な高齢者に対して、定
期・不定期に訪問相談員が家庭訪問して、
安否の確認を行うほか、さまざまな相談に
応じることにより、不安解消や閉じこもり
の防止を図るサービスです。
○レスパイトサービス
　生活支援が必要な高齢者などを介護して
いる方が、買い物、学校行事への参加など
の理由により、日中高齢者を独りにするこ
とができないときに、総合福祉センターの
レスパイトルームで高齢者を日中だけ一時
的に預かるサービスです。現在建設中の総
合福祉センターの整備に併せて平成１３年度
から実施　
します。

○養護老人ホーム入所措置
　心身機能の減退などのために日常生活に
支障があったり、住宅に困窮しているなど
の理由から在宅での生活が困難な高齢者が
入所して生活することができます。
○移送サービス
　寝たきりや身体の障害のため歩行の困難
な方が、医療機関への通院や社会参加する
ときなどに、リフトバスで送迎を行うサー
ビスです。現在は、リフトバス１台で運行し
ていますが今後増車することにより、事業
の充実を図っていきます。

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
六
十

五
歳
以
上
の
方
と
四
十
歳
以
上

で
障
害
の
あ
る
方
な
ど
を
対
象

に
、
身
近
な
地
域
で
対
象
者
、

家
族
、
地
域
住
民
が
参
加
し
て

手
工
芸
、
ス
ポ
ー
ツ
な
ど
を
通

し
て
社
会
参
加
を
広
げ
る
と
と

も
に
交
流
の
場
と
し
て
、
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
な
ど
七

カ
所
の
公
共
機
関
を
利
用
し

手
伝
い
を
す
る
サ

ビ
ス
で
す

○
訪
問
入
浴
介
護

　

寝
た
き
り
な
ど
介
護
が
必
要
な

方
の
ご
家
庭
に
、
入
浴
車
が
訪
問

し
て
入
浴
の
介
助
を
す
る
サ
ー
ビ

ス
で
す
。

○
訪
問
看
護

　

病
気
で
療
養
し
て
い
る
高
齢
者

が
い
る
ご
家
庭
に
、
看
護
婦
な
ど

が
訪
問
し
、
医
師
の
指
示
の
下
に

看
護
を
し
ま
す
。

病
院
や
老
人
保
健
施
設
に

通
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
福
祉
用
具
貸
与

　

車
い
す
や
介
護
用
ベ
ッ
ド
な
ど

を
貸
与
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
居
宅
療
養
管
理
指
導

　

医
師
・
歯
科
医
師
・
薬
剤
師
な

ど
が
ご
家
庭
に
訪
問
し
て
、
療
養

生
活
を
送
る
た
め
に
必
要
な
指
導

を
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）

　

寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要

な
方
を
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

で
一
週
間
程
度
お
預
か
り
す
る

サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
短
期
入
所
療
養
介
護

　

寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要

な
方
を
、
老
人
保
健
施
設
で
一
週

間
程
度
お
預
か
り
す
る
サ
ー
ビ
ス

で
す
。

○
痴 
呆 
対
応
型
共
同
生
活
介
護

ほ
う

（
痴
ほ
う
性
老
人
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
）

　

軽
・
中
度
の
痴
ほ
う
性
高
齢
者

が
、
共
同
し
て
家
庭
生
活
を
行
う

サ
ー
ビ
ス
で
す
（
対
象
は
要
介
護

者
の
み
）
。

○
特
定
施
設
入
所
者
生
活
介
護

　

有
料
老
人
ホ
ー
ム
な
ど
に
お
け

老
後
」
す
な
わ
ち
「
楽
し
く
年

を
取
る
た
め
の
備
え
」
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
月
か
ら
は
、
小
学
校
の
空

き
教
室
な
ど
会
場
を
新
た
に
三

カ
所
増
や
し
て
計
十
カ
所
で
実

施
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
機
能

訓
練
会
「
四
十
雀
倶
楽
部
」
に

あ
な
た
も
参
加
し
て
み
ま
せ
ん

か
。

常
に
介
護
が
必
要
で

在
宅
で

の
介
護
が
困
難
な
方
が
入
所
す
る

施
設
で
す
。

○
介
護
老
人
保
健
施
設

　

病
状
が
安
定
し
て
い
て
リ
ハ
ビ

リ
や
看
護
、
介
護
が
必
要
な
方
が

入
所
し
て
、
家
庭
復
帰
を
図
る
施

設
で
す
。

○
介
護
療
養
型
医
療
施
設

　

長
期
療
養
が
必
要
な
方
に
介
護

や
医
療
行
為
を
行
う
施
設
で
す
。

市では要介護認定の非該当者（自立）を支援していきます
介護保険制度が始まっても、市の保健・
福祉サービスがすべて介護保険サービスに
移行するわけではありません。介護保険に
ないサービスについては、より充実した内
容で引き続き継続していきます。また、要
介護認定で非該当（自立）と判定された方
に対しても、新たに事業を実施することに
より、継続事業と併せてサービスの充実を
図っていきます。
保健サービスでは、介護を行う方に発生
しやすい健康上の問題やその対処法などを
含めた、介護を行う方を対象とした健康の
保持・増進に関する正しい知識の普及を行
う「介護保険家族の健康教育」を新たに実
施していきます。
介護保険の非該当者に対する新規事業と
虚弱高齢者などを対象とした継続事業の福
祉サービスは次のとおりです。

○生活支援型訪問介護
　日常生活を営むのに支障があるおおむね
６５歳以上の高齢者のいらっしゃる家庭を、
ホームヘルパーが訪問し、適切な介護、家
事援助、生活および身の上に関する相談・
助言などを行うサービスです。
○生活支援型デイサービス
　日常生活を営むのに支障があり、生活支
援が必要な高齢者を対象として、心身機能
の維持向上を図っていくサービスで、デイ
サービスセンターの休日を利用して実施し
ます。
○生きがい対応型デイサービス
　高齢者の生きがいづくりとして趣味活
動、レクリエーション、介護予防教室、日
常動作訓練、地域活動、野外活動などを市
内の老人憩いの家を利用して実施します。
○生活支援型短期入所
　おおむね６５歳以上の虚弱な高齢者を介護
している方が、病気、事故、冠婚葬祭など
の理由により、一時的に介護することがで
きなくなった場合に、養護老人ホームなど
で高齢者をお預かりして介護するサービス
です。

○配食サービス
　おおむね６５歳以上の独り暮らしの方やお
おむね６５歳以上の方で構成する世帯または
身体に障害のある方などを対象に、食生活
の維持向上を支援するとともに、健康保
持、安否確認および孤独感の解消を図るた
め、毎週月曜から金曜日までの指定曜日
（週４日以上）に夕食をお届けします。
○寝具乾燥・丸洗いサービス
　在宅の寝たきり高齢者および痴ほう性高
齢者を対象に、寝具の乾燥・丸洗いを行い、
高齢者の健康および清潔の保持に役立てる
とともに、介護者の負担の軽減を図ります。
○緊急通報システム
　独り暮らしの老人や老夫婦世帯などに対
して、急に体の具合が悪くなったときなど
の緊急時における安全サービスとして、高
齢者のお宅に緊急通報装置付きの電話機を
設置し、ボタンを押すだけで市内の特別養
護老人ホームに通報されます。
○高齢者マッサージ等助成券支給
　７５歳以上の高齢者が、はり・灸・マッ
サージの診療を受けた場合、その費用の一
部を助成します。
○高齢者理髪・美容券支給
　経済的身体的理由により、理髪、美容の
機会の乏しい６５歳以上の独り暮らしの方や
低所得の高齢者に対し、理髪券または美容
券を交付して、費用の一部を助成します。
○ねたきり高齢者等おむつ等給付
　寝たきり高齢者や痴ほう性高齢者に対
し、清潔の保持のために紙おむつなどを給
付することにより、介護者の介護負担の軽
減を図ります。
○高齢者入浴券支給
　家庭に浴槽のない７０歳以上の方を対象
に、市内などで営業している公衆浴場の入
浴券を支給します。
○介護者激励
　寝たきりの高齢者などを介護している家
族などを支援するために、１泊２日の介護
者の集いを実施し、日ごろのご苦労を慰労
するとともに、お互い励みとなるよう介護
者同士の情報交換を行います。

福祉サービス（新規事業）

福祉サービス（継続事業）

保健サービス体系図 福祉サービス体系図

在宅療養者訪問看護

訪問リハビリテーション

デイケア

療養型ショートステイ

老人保健施設

在宅ねたきり高齢者等歯科診療

高齢者医療費助成

広域救急医療

健康手帳の交付

健康教育

健康相談

健康診査

機能訓練

訪問指導

生活習慣改善指導

〈平成１１年度〉

介　

護　

保　

険　

サ　

ー　

ビ　

ス

訪問看護

訪問リハビリテーション

通所リハビリテーション

短期入所療養介護

居宅療養管理指導

介護老人保健施設

高
齢
者
医
療
サ
ー
ビ
ス

在宅ねたきり高齢者等
訪問歯科診療

高齢者医療費助成

広域救急医療

高 
齢 
者 
保 
健 
サ 
ー 
ビ 
ス

健康手帳の交付

健康教育

健康相談

健康診査

機能訓練

訪問指導

　〈平成１２年度〉

非
該
当
者

ホームヘルプサービス

ねたきり老人等入浴サービス

デイサービス

ショートステイ（短期入所）

地域ふれあい日常生活用具貸与等

老人ホーム入所措置

〈平成１１年度〉

介 
護 
保 
険 
サ 
ー 
ビ 
ス

訪問介護

訪問入浴介護

通所介護

短期入所生活介護

福祉用具貸与・購入

住宅改修費

介護高齢者福祉施設（経過措置含む）

痴呆対応型共同生活介護

高　

齢　

者　

福　

祉　

サ　

ー　

ビ　

ス

新　

規　

事　

業

生活支援型訪問介護

生活支援型ディサービス

生きがい対応型ディサービス

生活支援型短期入所

緊急短期入所

ひとり暮らし等高齢者訪問

レスパイトサービス

継　

続　

事　

業

養護老人ホーム入所措置

移送サービス

配食サービス

寝具乾燥・丸洗いサービス

緊急通報システム

高齢者マッサージ等助成券支給

高齢者理髪・美容券支給

ねたきり高齢者等おむつ等給付

高齢者入浴券支給

介護者激励

〈平成１２年度〉

要 
支 
援
・
要 
介 
護 
者

非　

該　

当　

者

要　

支　

援
・
要　

介　

護　

者

福祉車輌貸出

ひとり暮らし老人給食サービス

ねたきり老人等寝具乾燥サービス

緊急通報システム電話貸与

高齢者マッサージ等助成券支給

高齢者理髪・美容助成券支給

ねたきり老人等おむつ給付

高齢者入浴券支給

介護者激励
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認定結果の種類とサービスの利用限度額
県内の介護サービスに

関する情報を

インターネットでも

　居宅介護支援事業者（ケアプランを
作成するところ）の指定状況など介護
に関するさまざまな情報をインター
ネットで見ることができます。

ホームページアドレス
http://www.rakuraku.or.jp/

かながわ福祉情報
コミュニティホームページ

必必必必必必必
要要要要要要要
ななななななな
介介介介介介介
護護護護護護護
ををををををを

よよよよよよよ
りりりりりりり
安安安安安安安
心心心心心心心
ししししししし
ててててててて

受受受受受受受
けけけけけけけ
るるるるるるる
たたたたたたた
めめめめめめめ
ににににににに

　

市
で
は
、
皆
さ
ん
の
健
康
維

持
・
増
進
の
た
め
に
老
人
予
防

事
業
の
一
つ
と
し
て
機
能
訓
練

会
「
四
十
雀
倶
楽
部
」
を
実
施

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
六
十

五
歳
以
上
の
方
と
四
十
歳
以
上

で
障
害
の
あ
る
方
な
ど
を
対
象

に
、
身
近
な
地
域
で
対
象
者
、

、

　

い
よ
い
よ
「
介
護
保
険
制
度
」

が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し
た
。

　

介
護
保
険
の
開
始
に
伴
い
、
今

ま
で
に
市
が
行
っ
て
き
た
高
齢
者

へ
の
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス
は
、

一
定
の
サ
ー
ビ
ス
を
除
き
介
護
保

険
サ
ー
ビ
ス
に
移
行
し
ま
す
。

　

今
回
は
、
介
護
保
険
制
度
の
概

要
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、
制
度

開
始
に
伴
う
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ

ス
に
つ
い
て
紹
介
し
ま
す
。

担
当　
　
　
　
　
　

高
齢
対
策
課

�
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市
民
健
康
課

�
０
４
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２
５
２
）７
２
１
３

　

介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
受
け
る

た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
要
介
護
認

定
を
受
け
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
要

介
護
認
定
で
は
、
寝
た
き
り
や
痴
ほ

う
な
ど
介
護
が
必
要
な
状
態
か
ど
う

か
だ
け
で
な
く
、
介
護
の
手
の
か
か

り
具
合
（
要
介
護
度
）
も
併
せ
て
判

定
し
ま
す
。　

申
請
の
対
象
と
な
る

の
は
、
介
護
が
必
要
な
状
態
の
六
十

五
歳
以
上
（
昭
和
十
年
四
月
一
日
以

前
生
れ
）
の
方
と
、
介
護
保
険
法
に

よ
る
十
五
の
特
定
疾
病
に
該
当
す
る

四
十
歳
以
上
六
十
四
歳
以
下
（
昭
和

十
年
四
月
二
日
以
降
昭
和
三
十
五
年

四
月
一
日
以
前
生
ま
れ
）の
方
で
す
。

現
在
、
ご
自
宅
な
ど
で
介
護
を
受
け

て
い
る
方
や
市
の
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を

ご
利
用
の
方
だ
け
で
な
く
、
老
人
保

健
施
設
を
ご
利
用
の
方
（
入
所
・
通

所
）
や
、
介
護
力
強
化
病
院
（
老
人

病
院
な
ど
）
な
ど
の
医
療
機
関
に
入

院
中
の
方
も
、
介
護
保
険
証
を
添
え

て
お
早
め
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

　

具
体
的
に
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
す
る

た
め
に
は
、
居
宅
介
護
支
援
事
業
者

（
ケ
ア
マ
ネ
ー
ジ
ャ
ー
）に
相
談
し
、

自
分
に
合
っ
た
「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計

画
（
ケ
ア
プ
ラ
ン
）」
を
作
成

し
て
各
サ
ー
ビ
ス
の
事
業
者

と
契
約
を
結
ぶ
こ
と
が
必
要

で
す
。
要
介
護
・
要
支
援
の

判
定
を
受
け
た
方
や
、
認
定

申
請
を
さ
れ
た
方
で
す
ぐ
に

サ
ー
ビ
ス
を
利
用
さ
れ
る
方

は
、
依
頼
す
る
事
業
者
を
決

め
、
計
画
の
作
成
を
依
頼
す

る
と
と
も
に
「
居
宅
サ
ー
ビ

ス
計
画
作
成
依
頼
届
出
書
」

を
市
に
提
出
し
て
く
だ
さ

い
。
事
業
者
な
ど
詳
し
く
は

担
当
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

サ
ー
ビ
ス
は
次
の
よ
う
に
「
在

宅
サ
ー
ビ
ス
」
と
「
施
設
サ
ー
ビ

ス
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

　
○
訪
問
介
護
（
ホ
ー
ム
ヘ
ル
プ

サ
ー
ビ
ス
）

　

寝
た
き
り
な
ど
介
護
が
必
要
な

方
の
ご
家
庭
に
訪
問
し
て
、
排
せ

つ
な
ど
の
身
体
介
護
や
家
事
の
お

手
伝
い
を
す
る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
訪
問
入
浴
介
護

　

寝
た
き
り
な
ど
介
護
が
必
要
な

方
の
ご
家
庭
に
、
入
浴
車
が
訪
問

し
て
入
浴
の
介
助
を
す
る
サ
ー
ビ

○
訪
問
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン

　

寝
た
き
り
な
ど
介
護
が
必

要
な
方
の
ご
家
庭
に
、
理
学

療
法
士
な
ど
が
訪
問
し
て
必

要
な
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン

を
行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
通
所
介
護
（
デ
イ
サ
ー
ビ

ス
）

　

日
中
、
介
護
が
必
要
な
高

齢
者
を
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン

タ
ー
な
ど
で
お
預
か
り
し
、

入
浴
や
食
事
な
ど
を
提
供
す

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
通
所
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
（
デ
イ
ケ
ア
）

　

病
院
や
老
人
保
健
施
設
に

　

介
護
保
険
で
は
、
介
護
が
必
要

に
な
っ
て
も
、
で
き
る
限
り
住
み

慣
れ
た
自
宅
で
自
立
し
た
生
活
が

で
き
る
よ
う
、
必
要
な
福
祉
・
医

療
サ
ー
ビ
ス
を
総
合
的
に
受
け
ら

れ
ま
す
。
ま
た
、
自
宅
で
の
生
活

が
難
し
く
な
れ
ば
、
本
人
の
希
望

に
よ
り
施
設
で
の
サ
ー
ビ
ス
も
受

通
っ
て
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
を

行
う
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
福
祉
用
具
貸
与

　

車
い
す
や
介
護
用
ベ
ッ
ド
な
ど

○
短
期
入
所
生
活
介
護
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
）

　

寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が
必
要

な
方
を
、
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム

で
す
。

○
痴 
呆 
対
応
型
共
同
生
活
介
護

ほ
う

（
痴
ほ
う
性
老
人
グ
ル
ー
プ

ホ
ー
ム
）

て
、
現
在
百
人
以
上
の
方
た
ち

が
参
加
し
て
行
な
わ
れ
て
い
ま

す
。
今
の
時
代
に
必
要
な
も
の

は
「
介
護
を
受
け
な
い
で
済
む

老
後
」
す
な
わ
ち
「
楽
し
く
年

を
取
る
た
め
の
備
え
」
で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。

　

今
月
か
ら
は
、
小
学
校
の
空

機
能
訓
練
会「
四
十
雀
倶
楽
部
」

し 

じ
ゅ
う 
か
ら 

く 

ら 

ぶ

　要介護認定では、日常生活や介護に支援が必要かどうかだけでなく、どのくらいの介
護が必要か（要介護度）についても判定します。
　要介護度によって、利用できるサービスの限度額は次のとおりです。

介護保険サービスは利用できませんが、市の保健・福祉サービスが
利用できます。

利
用
者（
被
保
険
者
）�

市
役
所
高
齢
対
策
課
の
窓
口�

要  

介  

護  

認  

定�

介
護
サ
ー
ビ
ス
計
画
の
作
成�

居
宅
介
護
支
援
事
業
者�

（
ケ
ア
プ
ラ
ン
作
成
事
業
者
）�

施
設
サ
ー
ビ
ス�

の
利
用�

在
宅
サ
ー
ビ
ス�

の
利
用�

認定�

非該当�
紹介�

自立�
（介護保険のサービス�
  は受けられません）�

※在宅サービス、施設サービスのいずれも、ケアプラン作成�
　事業者を通さず、直接自分で申し込むこともできます。�

申請�

要 支 援�
（社会的支援）�

要介護1�
（部分的介護）�

要介護2�
（軽度の介護）�

要介護3�
（中等度の介護）�

要介護4�
（重度の介護）�

要介護5�
（最重度の介護）�

●サービス受給までの手続き●�

要
介
護
認
定
の
申
請
は

お
済
み
で
す
か

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
で
は
ど
ん
な

サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
か
？

在
宅
サ
ー
ビ
ス

る
サ
ー
ビ
ス
で
す
。

○
福
祉
用
具
購
入
費

　

特
定
福
祉
用
具（
入
浴
・
排
せ
つ

な
ど
に
必
要
な
福
祉
用
具
）を
購

入
し
た
場
合
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

○
住
宅
改
修
費

　

手
す
り
の
取
り
付
け
な
ど
、
一

定
の
住
宅
改
修
を
し
た
場
合
に
支

給
さ
れ
ま
す
。

○
居
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
費

　

ケ
ア
プ
ラ
ン
の
作
成
、
事
業
者

と
の
利
用
調
整
な
ど
の
サ
ー
ビ
ス

を
行
い
ま
す
。
十
割
給
付
な
の
で

自
己
負
担
は
あ
り
ま
せ
ん
。

○
介
護
老
人
福
祉
施
設
（
特
別
養

護
老
人
ホ
ー
ム
）

　

常
に
介
護
が
必
要
で
、
在
宅
で

の
介
護
が
困
難
な
方
が
入
所
す
る

施
設
で
す
。

○
介
護
老
人
保
健
施
設

　

病
状
が
安
定
し
て
い
て
リ
ハ
ビ

利用限度額の
目安（月額）心身の状態要介護度

６２，２００円基本的には、日常生活の能力があるが、入浴などに
一部介助が必要要支援

１６８，２００円立ち上がりや歩行が不安定
排せつ、入浴などに一部介助が必要

要介護１
（部分的な介護）

１９７，６００円立ち上がりや歩行などが自力では困難
排せつ、入浴などで一部または全体の介助が必要

要介護２
（軽度の介護）

２７１，４００円立ち上がりや歩行などが自力ではできない
排せつ、入浴、衣服の着脱などで全体の介助が必要

要介護３
（中等度の介護）

３１０，５００円排せつ、入浴、衣服の着脱など日常生活に全面的介
助が必要

要介護４
（重度の介護）

３６３，６００円意思の伝達が困難
生活全般について全面的介助が必要

要介護５
（最重度の介護）

施
設
サ
ー
ビ
ス

「
居
宅
サ
ー
ビ
ス
計
画
作
成
依
頼
届
出
書
」

の
提
出
は
お
済
み
で
す
か
？

あ
な
た
も
参
加
し
ま
せ
ん
か
！

非  該  当
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または持参
○応募期限　５月３１日
　なお、応募いただいた作品は返却い
たしません。
担当　　　　　　　　　　社会福祉課
　�０４６（２５２）７１２２・FAX０４６（２５６）３６００

　この制度は、両親の離婚や父親の死
亡などによって、父と生計を同じくし
ていない１８歳未満の児童を養育してい
る母子家庭などに、扶養手当を支給す
るものです。該当すると思われる方は、
担当へお問い合わせください。
担当　　　　　　　　　　　　児童課
　�０４６（２５２）７２０１・FAX０４６（２５２）７０４３

　市では、小・中学生の保護者で経済
的にお困りの方を対象に、就学費用の
一部を援助しています。
　内容は、学用品費をはじめ校外活動、
修学旅行、給食、医療費など。援助の
対象となる所得金額は、夫婦と子供２
人の場合、年収約３５０万円以下の世帯で
す。
　ご希望の方は、４月２８日までに、申
請書を学校または担当へ提出してくだ
さい。
担当　　　　　　　教育委員会総務課
　�０４６（２５２）８３４７・FAX０４６（２５２）４３１１

　市民の皆さんが、普段官公庁などへ
の申請時に必要な各種の証明書など
は、いろいろな法律などの根拠に基づ
き発行し、手数料をいただいておりま
したが、地方分権一括法の施行に伴い、
各種手数料の額については、一部の手
数料を除き、市が金額を定めることが
できるようになり４月１日から施行す
ることになりました。
担当　　　　　　　　　　　　財政課
　�０４６（２５２）８４０４・FAX０４６（２５５）３５５０

　法律などの改正により、４月１日か
ら狂犬病予防のための予防注射や犬の
登録などに要する手数料は次の金額の
とおり、市で徴収することになりまし
た。
詳しくは担当へ。
○犬の登録手数料　１件３０００円
○狂犬病予防注射済票の交付手数料  
１件５５０円
○犬の鑑札の再交付手数料  １件１６００
円
○狂犬病予防注射済票の交付手数料 
１件３４０円
担当　　　　　　　　　　市民健康課
　�０４６（２５２）７２１３・FAX０４６（２５２）７０４３ 

○と　き　５月２０日午前９時３０分～午

手数料条例の一部が
改正されました

狂犬病予防注射の
手数料について

後５時
○ところ　市文化福祉会館３階ホール
○対　象　乙種第４類および丙種受験
者
○定　員　５０人（先着順）
○受講料　９０００円（テキスト代含む）
○申込方法　４月１０日から市消防本部
予防課指導係へ直接申し込み（土曜・
日曜日、祝日は除く）
※受講申請書は市消防本部および東・
北分署に用意してあります。
担当　　　　　　　市消防本部予防課
　�０４６（２５６）２２１１・FAX０４６（２５６）２２１５ 

○と　き　６月１１日（日）
○ところ　東海大学湘南校舎（平塚市
北金目１１１７）
○試験の種類　甲種・乙種全類・丙種
○受験資格　乙・丙種については、受
験資格の制限はありません
○申込方法　４月１７日から５月８日
［当日消印有効］までに〒２３１-００１５
　横浜市中区尾上町５-８０神奈川中小
企業センター７階（財）消防試験研
究センター神奈川県支部あて郵送
※願書は市消防本部および東・北分署
に用意してあります。
担当　　　　　　　市消防本部予防課
　�０４６（２５６）２２１１・FAX０４６（２５６）２２１５ 

○と　き　５月１１日～７月１８日（火）ま
での全２５回午前９時～午後４ 時
○ところ　市文化福祉会館
○内　容　高齢者と身体障害者の介護
に必要な基礎的な知識と技術を学習
する（老人ホームなどでの実習あり）
○対　象　在宅福祉サービスに従事す
る方および就労を希望する方
○定　員　３５人（多数抽選）
○受講料　３５０００円（テキスト代含む）
○申込方法　往復はがきに講座名、住
所、氏名、年齢、電話番号、志望動
機を記入の上、４月１０日［当日消印
有効］までに〒２２８-００２１市内緑ケ丘
６- １-１１市社会福祉協議会あて郵送
※なお、同講座修了者には、厚生省の
定める「ホームヘルパー２級課程修了
証書」が交付されます。
担当　　　　　　　市社会福祉協議会
　�０４６（２５１）４１１７・FAX０４６（２５１）４１１９ 

　市社会福祉協議会では、７５歳以上の
方を対象に、市からの委託を受け「は
り・きゅう・マッサージ助成券」を今
年も各老人憩いの家にて配布いたしま
す。　　　　　　　　　　　　　
《配布日程・会場》
▽４月５日＝座間老人憩いの家▽６日
＝立野台・相武台老人憩いの家▽７日
＝栗原・相模が丘老人憩いの家▽１１日
＝入谷・ひばりが丘老人憩いの家、い
ずれの会場も午前９時３０分～午後３時

　なお、自治会に未加入の方は、市役
所１階市民情報コーナー、市役所各出
張所、市公民館、北・東地区文化セン
ター、市立図書館、各コミュニティセ
ンターに配置しますのでご利用くださ
い。
担当　　　　　　　　　　市民情報課
　�０４６（２５２）８３２１・FAX０４６（２５５）３５５０

　これまで月曜日は休場していたひま
わり公園テニスコートを、４月から開
場します（年末年始は除く）。より多
くの皆さんのご利用をお待ちしていま
す。
担当　　　　　　　　　　スポーツ課
　�０４６（２５２）８１６２・FAX０４６（２５２）４３１１

○課　題  福祉について思っているこ
と、実際に体験したこと、また市に
提言したいこと
○応募資格  市内在住・在勤・在学者
○応募規定  ▽論文＝４００字詰め原稿用
紙５枚以内▽標語＝一人１点（いず
れも自作品で未発表のもの）
○応募方法　作品に住所、氏名、年齢、
性別、職業、電話番号を明記し、〒
２２８-８５６６市役所社会福祉課あて郵送

　平成１２年１月１日以降、地方税法の
改正により、固定資産課税台帳の登録
事項に関する審査の申し出ができる期
間が「縦覧の初日」から「納税通知書
の交付を受けた日後３０日」までとなり、
申し出ができる事項は、登録された「価
格」のみに変更になりました。
担当　固定資産評価審査委員会事務局
（市民税課内）　　　　�０４６（２５２）８００４

　市では、このほど、暮らしの情報
「市民便利帳」を改訂し４月１日より
自治会を通じてご家庭に配布します。
　この冊子には、市民の皆さんに日常
生活の手引書として活用していただく
ため、最新の情報が分かりやすく紹介
されています。

固定資産評価審査委員会
からのお知らせ

福祉に関する論文・標語を募集

暮らしの情報
「市民便利帳」を配布します

ひまわり公園テニスコートが
月曜日も開場します

と　こ　ろと　　　　き区　分

３階相談室（法務相談は
３階第１会議室）
法律相談は、いずれも定
員７人になり次第、締め
切ります。

今月は第２木曜日午前９時～正午と
第３・第４木曜日午後１時３０分～４時３０分
〈予約制（電話可）３日午前８時３０分～今月
分を受け付け〉

１３・２０・
２７日

法 律
（予約制）

毎月第２火曜日　午前９時～正午１１日
法 務
（人権･戸籍・
登 記 ）

毎月第３木曜日　午前９時～正午２０日
行 政

担当　市民生活課�０４６（２５２）８２１８

１階国保年金課内毎月第２月曜日　午前１０時～午後３時１０日
年 金

担当　国保年金課�０４６（２５２）７０３５

ふれあい会館２階毎月第３木曜日　午前１０時～午後３時２０日駐 留 軍
離 職 者 担当　産業課�０４６（２５２）７６０４

４階第１会議室毎月第３木曜日　午前９時～午後３時２０日高 年 齢
者 職 業  担当　高齢対策課�０４６（２５２）７１２７

１階児童課内毎月第３木曜日　午前１０時～午後３時２０日
婦 人

担当　児童課�０４６（２５２）７２０１

市文化福祉会館今月は第１～第４土曜日　午前９時～午
後３時

１・８・
１５・２２日結 婚

担当　市文化福祉会館�０４６（２５１）４１１７

３階相談室
（詳細については、担当へ
お問い合わせください）

毎月第１～第４火・金曜日
午前１０時～正午と午後１時～３時３０分

４・７・
１１・１４・
１８・２１・
２５・２８日

消 費 生 活

担当　市民生活課�０４６（２５２）８２１８

１階児童課毎週月～金曜日　午前９時～午後３時
母 子 生 活

担当　児童課�０４６（２５２）７２０１

市立青少年センター内
青少年相談室毎週月～金曜日　午前９時～午後４時

青 少 年
担当　青少年相談室�０４６（２５６）０９０７

市立青少年センター内
教育研究所毎週月～金曜日　午前１０時～午後４時

教 育
担当　教育研究所�０４６（２５６）１９３９

小・中学校の就学費用を援助

平成１２年度第１回危険物
取扱者試験受験準備講習会

平成１２年度
第１回危険物取扱者試験

児童扶養手当制度を
ご存知ですか

はり・きゅう・マッサージ
助成券の配布について

ホームヘルパー
２級養成研修講座相談はいずれも無料です

4 月 の 相 談 日
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１２回午前９時３０分～正午
○内　容　畑の土作り、苗の植え方、
育て方までの行程を実習を通して学
びます
○講　師  園芸研究家  金崎公哉さん
○対　象　市内在住・在勤者（親子で
の参加可）
○定　員　２０人（先着順）
○参加費　年間７０００円（苗、種子、肥
料代）
○申込方法  ４月１４日までに直接また
は、電話かファクスで同館へ

◆平成１２年度あすなろ大学新入生募集
○テーマ  自己の可能性を求めて
○と　き　４月２１日～平成１２年３月２３
日までの毎週金曜日午後１時３０分～
３時３０分（ただし、見学・特別講義
は別日程）
○内　容　「高齢者にとっての生涯学
習とはーあすなろ大学の未来ー」「時
事講座」「成人病でも楽しく生きる」
「相手の気持ちを考えた自己表現」
「大航海ゼミ」「座間の福祉サービ
ス」「しめ飾り作り」「健康体操」ほか
○講　師  駒沢大学講師長谷川孝さん、
桜美林大学教授瀬沼克彰さん、厚木
商業高校教諭片岡則夫さん、栄養士
杉山恵子さん、ちょっぴり先生ほか
○対　象　６０歳以上の市民で継続して
出席できる方
○定　員  ３０人（多数抽選）
○受講料　無料（教材費ほか５００円、
見学など自己負担）
○申込方法　４月１５日までに直接また
は電話かファクスで担当へ
◆子どもおはなし会
○と　き　毎週水曜日午後３時３０分～
４時
○内　容　絵本の読み聞かせ、素話、
手遊び、紙芝居など
○申込方法  当日直接会場へ

◆ゴスペルを歌ってみませんか
○テーマ  歌でコミュニケーションを
しよう！
○と　き  ４月９日～８月１３日（日） 午
後１時３０分～３時、発表会は５月１３
日午後３時３０分～・８月２０日（日）時
間未定、全 １３回
○内　容　ボイストレーニングからゴ
スペルを歌うまで
○講　師　ジャズシンガー 　山本愛
さん
○対　象　中学１年生以上の青少年
（原則）
○定　員  ３０人（先着順）
○費　用　無料
○申込方法　４月８日までに直接また
は電話で同センターへ
◆フラダンスを楽しむ
○テーマ  海で気持ち良く踊ってみよ
う！
○と　き  ４月１５日～８月１６日（水）午後
２時～４時、発表会は８月２０日（日）
時間未定、全１２回
○内　容  フラの基礎から曲に合わせ
て踊るまで
○対　象  幼稚園年長児と３０歳までの
親子５組、小学１年～４年生１０人、
小学５年生～青少年２０人
○定　員  ４０人（先着順）
○費　用　無料（ただし、ムームーレ
ンタル料は自己負担）

東地区文化センター
�０４６（２５３）０７８１　�０４６（２５３）０７８９

市立青少年センター
�０４６（２５３）８４１１　�０４６（２５９）２１６３

３０分
　４月１２日以降は、印鑑をお持ちの上、
市社会福祉協議会事務局（市文化福祉
会館内）までお越しください。
○交付枚数一人年間６枚（申請月によ
り枚数が減ります）
　なお、対象となる方には、日程・会
場などを記入した案内を４月上旬に郵
送します。
担当　　　　　　　市社会福祉協議会
　�０４６（２５１）４１１７・FAX０４６（２５１）４１１９

　市立図書館では、４月５日から１４日
まで、特別館内整理のため休館させて
いただきます（公民館、東・北地区文
化センターの各図書室は４月７日が休
みとなります）。
　この特別館内整理は、１年間でどの
ような本が行方不明になったか点検す
る作業です。この作業を行うことに
よって、データがより正確になり、利
用者に確実に本を届けることができる
ようになります。
　期間中は、公民館、東・北地区文化
センター各図書館および広域サービス
が利用できる県央地区８市１町１村の
各図書館をご利用ください。
　また、蔵書点検前の４月４日までは
貸出期間が３週間となります。長期に
わたる休館で、皆さんには大変ご迷惑
をお掛けしますが、ご理解とご協力を
お願いします。
担当　　　　　　　　　　市立図書館
　�０４６（２５５）１２１１・FAX０４６（２５２）５７０４

▼ひばりが丘南児童館＝１日・１５日午
後２時３０分～３時３０分▼ＮＴＴ大塚本
町アパート＝１９日午前１０時３０分～１１時
３０分▼中原小学校＝１９日午後２時３０分
～３時４５分▼東原共同住宅＝２０日午前
１０時３０分～１１時３０分▼入谷小学校＝２０
日午後２時３０分～３時４５分▼相模が丘
４丁目多目的広場＝２１日午前１０時３０分
～１１時３０分▼東原小学校＝２１日午後２
時３０分～３時４５分▼栗原小学校＝２６日
午後２時３０分～３時４５分▼小松原１丁
目第２多目的広場＝２７日午前１０時３０分
～１１時３０分▼相模野小学校＝２８日午後
２時３０分～３時４５分
※雨天の場合は巡回を中止し、学校へ
の巡回は時間が変更になることがあり
ます。
担当　　　　　　　　　　市立図書館
　�０４６（２５５）１２１１・FAX０４６（２５２）５７０４

▽国民年金保険料（第１期）
※最寄りの指定金融機関、市役所また
は各出張所で納めてください。
※使用料などもお忘れなく。   　

不用品バンク 
担当　　　市民生活課 
　@046（252）8218

市立図書館
ひまわり号巡回日程

◆年金事務非常勤職員
○募集人員　１人
○応募資格　１８歳以上４５歳未満の健康
な方
○業務内容　一般年金事務
○勤務期間　５月１日～平成１３年３月
３１日
○勤務時間　月曜～金曜日午前９時～
午後３時３０分
○賃　金　時給７００円～９００円（経験年
数により異なる）
○選考方法　面接、健康診断
○応募方法　４月１０日までに市販の履
歴書（写真添付）に必要事項を記入
し本人が直接担当へ持参
担当　　　　　　　　　　国保年金課

�０４６（２５２）７０３５

◇譲ります
リュック・制服（やなせ幼稚園）、ハ
イチェアー、wowowデコーダー、ルー
ムランナー、事務用机、ステレオ、ベ
ビーバス、ベビー布団、シングルベッド
◇希望します
幼稚園制服（ひばりが丘・やなせ・孝
道・豊泉）、ベビ－サークル、ハイチェ
アー、パソコン、ベビーカー（双子
用・A・B）、自転車（１６～２６インチ）、
子供用補助付自転車、ジュニアカー
シート、ベッド（二段・三段・ベビ）、
洗濯機、掃除機、フルート、チャイル
ドカーシート、冷蔵庫、剣道防具一式、
剣道着、食器棚、テレビ、大人用三輪
自転車、ブランコ、カラーモニターテ
レビ、ピアニカ、パソコン台、空手用
防具一式、圧力なべ、ジュニア布団、
ビーチパラソル、テーブル・イス、家具
調こたつ、ベビータンス、布団乾燥機、
ミニコンポ、ベビーモニター、ベビー
かご、ストーブガード、ファクシミリ

４月に納めるのは

サークル会員募集�

◇詩吟サークル
▽とき＝毎月第１、第２、第３土曜日
午後７時～９時▽ところ＝座間児童館
▽内容＝漢詩などの朗読を楽しむ▽対
象＝どなたでも▽会費＝月額２０００円▽
連絡先＝�０４６（２５３）０５８１（井上）
◇幼児クラブ
▽とき＝毎週金曜日午前１０時３０分～１１
時３０分▽ところ＝ひばりが丘・小松原
児童館▽内容＝親と子のコミュニケー
ション（いも堀り、クリスマス会など
季節ごとの行事、３カ月に１回お誕生
日会）▽対象＝満２歳～未就園児▽会

費＝１５００円（学期ごと変更あり）▽連
絡先＝�０４６（２５８）０２４６（玉造）
◇親子おもしろ科学クラブ
▽とき＝毎月第３土曜日午後２時～４
時▽ところ＝栗原小学校解放教室▽材
料費＝１００～２００円（ハサミ、セロテー
プ、カッターなど各自持参）▽連絡先
＝�０４６（２５４）０５８１（和田）、�０４６（２５３）
９４５４（渡辺）〈いずれも午後６時以降〉
◇空手道教室
▽とき＝毎週日曜日午後５時～７時▽
ところ＝相模が丘小学校体育館▽内容
＝空手を基礎から学び健康な体をつく
る▽対象＝小学生～一般男女▽会費＝
月額２０００円（入会金２０００円）▽連絡先
＝�０４２（７４１）７４４４（山本）
◇近現代史研究会
▽とき＝月１回土曜日午後２時～４時
▽ところ＝東地区文化センター▽内容
＝日本近現代史の学習▽対象＝どなた
でも▽会費＝月額１００円▽連絡先＝�
０４６（２５７）２１２４ （谷本）
◇吟翠会
▽とき＝毎月第２・第４木曜日午後１
時～４時▽ところ＝市公民館▽内容＝
詩吟の練習▽対象＝どなたでも（初心
者歓迎）▽講師＝吟道学院教授小川翠
龍さん▽会費＝月額２０００円▽連絡先＝
�０４６（２５２）１６１２ （伊藤）
◇<体操サークル>ほつぴんぐ・きつず
▽とき＝毎週水曜日午後３時～４時▽
ところ＝市立青少年センター▽内容＝
～メインはこども！ときどきお母さん
といっしょに～ボール・なわなどをつ
かったリズム体操、飛んだり跳ねたり
走ったりと、身体を動かしながら楽し
く遊びます▽指導者＝日本ジャズ体操
指導者連盟会員杉町喜代子さん▽対象
＝幼稚園児（３歳～６歳児）▽会費＝
月額２０００円（入会金１０００円）▽連絡先
＝�０４６（２５１）４８７５（林）
◇子ども卓球サ－クル
▽とき＝毎月第１・第３・第５土曜日
午後１時１５分～３時▽ところ＝市立青
少年センター▽内容＝卓球の練習、
ゲームを楽しむ▽対象＝小学３年～６
年生▽会費＝月額５００円▽連絡先＝�
０４２（７４０）０１３９ （正田）
◇女性コーラス「すぎなコーラス」
▽とき＝毎週木曜日午後１時～３時▽
ところ＝東地区文化センター▽内容＝
合唱を楽しむ▽対象＝どなたでも（初
心者歓迎）▽会費＝月額３０００円▽連絡
先＝�０４６（２５５）３１９６（真田）
◇座間陶芸会
▽とき＝毎月第２土曜・日曜日午後１
時～４時▽ところ＝市立青少年セン
ター▽内容＝基礎からの陶器づくり▽
対象＝どなたでも（１０人、先着順）▽
会費＝月額５００円（別に材料費あり）
▽連絡先＝�０４６（２５１）３４５４（根本）
◇コーア・シュパッツエン
▽とき＝毎月２回日曜日午前１０時～午
後１時▽ところ＝市公民館▽内容＝小
さな宗教曲を中心に、主にアカぺラで
歌う少人数の混声合唱グループ▽対象
＝各パート▽会費＝月額２０００円▽連絡
先＝�０４６（２５６）９０２１（永井）
◇社交ダンス「ひなぎく」の会
▽とき＝毎週金曜日午前１０時３０分～正
午▽ところ＝市文化福祉会館または市
公民館▽内容＝社交ダンスの基礎（初・
中・上級）から学びながら仲間づくり
▽対象＝どなたでも（初心者・年配者
歓迎）▽会費＝無料体験後に決定▽無
料体験＝４月７日市文化福祉会館で午
前１０時３０分～正午（電話予約）▽連絡
先＝�０９０（１７６１）９１００（河口）

市立図書館蔵書点検に伴う
休館のお知らせ

◆公民館ふれあい農園
○と　き　４月１６日～平成１３年３月 
１８日までの原則毎月第３日曜日の全

市　公　民　館
�０４６（２５５）３１３１　�０４６（２５２）２７７６

○申込方法　４月１４日までに直接また
は電話で同センターへ
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・
通
院
医
療
費（
平
成　

年
６
月　

日

１１

３０

生
ま
れ
ま
で
は
所
得
制
限
あ
り
）＝
保
険
証
、印
鑑
を
お
持
ち

に
な
り
乳
児
医
療
証
発
行
の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
▽
１
歳

以
上
中
学
生
以
下
の
入
院
医
療
費（
所
得
制
限
あ
り
）＝
医
療

機
関
発
行
の
領
収
書
、保
険
証
、印
鑑
を
お
持
ち
に
な
り
申
請

し
て
く
だ
さ
い（
所
得
証
明
書
が
必
要
な
場
合
あ
り
）

▽
と
き
＝
①
４
月
５
日（
水
）②　

日（
金
）③　

日（
木
）④　

１４

２０

２５

日（
火
）▽
と
こ
ろ
＝
①
市
民
健
康
セ
ン
タ
ー
②
北
地
区
文
化

セ
ン
タ
ー
③
市
公
民
館
④
東
地
区
文
化
セ
ン
タ
ー
▽
対
象
＝

胃
・
大
腸
が
ん
は　

歳
以
上
、
乳
・
子
宮
が
ん
は　

歳
以
上

４０

３０

▽
申
込
方
法
＝
電
話
予
約

※
は
、①
４
月
５
日（
水
）市
民
健
康
セ
ン
タ
ー
の
場
合
の
み

▽
今
月
の
該
当
者
＝
昭
和
８
年
４
月
生
ま
れ
の
方

※
該
当
者
お
よ
び　

歳
以
上
で
、
ま
だ
医
療
証
の
交
付
を
受

６７

け
て
い
な
い
方
は
、
健
康
保
険
証
と
印
鑑
を
ご
持
参
の
上
、

手
続
き
し
て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
心
身
障
害
者
療
養
受
診

証
を
お
持
ち
の
方
は
、
手
続
き
が
不
要
で
す
。

▽
対
象
＝　

歳
以
上
▽
申
込
方
法
＝
直
接
会
場
へ

１５

と　

き

４
月　

日 （
木
）

１３

受
付
時
間

午
前
９
時　

分
〜　

時

３０

１１

午
後
１
時
〜
２
時　

分
３０

と
こ
ろ

市
民
健
康

セ
ン
タ
ー

検
診胃大

腸乳子
宮

受
付
時
間

午
前
９
時
〜　

時
１１

午
前
９
時
〜　

時
１１

午
前
９
時　

分
〜　

時

３０

１１

※
午
後
１
時
〜
２
時

午
前
９
時
〜　

時
１１

料
金

９
０
０
円

５
０
０
円

３
０
０
円

６
０
０
円

みんなの　�

健康�

診�

査�

健�

康�
問 い 合
わ せ 先

市
民
健
康
課

�
０
４
６（
２
５
２
）７
２
２
５

�
０
４
６（
２
５
２
）７
２
１
３

�
０
４
６（
２
５
２
）７
０
４
３

ポ
リ
オ

（
急
性
灰

白
髄
炎
）

２
歳
児
歯

科
健
康
診

査４
カ
月
児

健
康
診
査

８
〜　

カ
１０

月
児
健
康

診
査

１
歳
６
カ

月
児
健
康

診
査

３
歳
６
カ

月
児
健
康

診
査

育
児
相
談

▽
受
付
時
間
＝
午
後
１
時　

分
〜
２
時　

分
（
時
間
厳

１５

１５

守
）
▽
と
こ
ろ
＝
市
民
健
康
セ
ン
タ
ー
▽
対
象
＝
生
後
３

カ
月
〜
７
歳
６
カ
月
未
満
（
で
き
る
だ
け　

カ
月
ま
で
に

１８

完
了
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、
１
日
〜　

日
に
生
ま
れ
た
方

１５

　
　
　
　
　
　
　
　
　

は
、　

日
〜
末
日
に
生
ま
れ
た
方

１６

※
ス
ム
ー
ズ
に
接
種
で
き
る
よ
う
指
示
さ
れ
た
日
を
守
っ
て

く
だ
さ
い
。

▽
と
き
＝
４
月　

日（
水
）▽
受
付
時
間
＝
午
後
１
時
〜
２
時

１８

▽
と
こ
ろ
＝
市
民
健
康
セ
ン
タ
ー
▽
内
容
＝
歯
科
健
診
、
予

防
処
置
お
よ
び
栄
養
相
談
な
ど（
※
予
防
処
置
は
、希
望
者
の

み
で
有
料
）▽
対
象
＝
平
成　

年
３
月
生
ま
れ
▽
持
ち
物
＝

１０

母
子
健
康
手
帳
、
歯
ブ
ラ
シ
▽
申
込
方
法
＝
直
接
会
場
へ

▽
と
き
＝
４
月　

日（
火
）午
後
１
時
〜
２
時
▽
と
こ
ろ
＝
市

１８

民
健
康
セ
ン
タ
ー
▽
対
象
＝
平
成　

年　

月
生
ま
れ

１１

１２

　

市
で
は
、
指
定
相
談
医
を
定
め
、
無
料
で
健
康
診
査
を
実

施
し
て
い
ま
す
。
対
象
者
に
は
個
人
通
知
を
し
ま
す
の
で
、

あ
ら
か
じ
め
医
療
機
関
へ
電
話
連
絡
の
上
、
母
子
健
康
手
帳

を
お
持
ち
に
な
り
受
診
し
て
く
だ
さ
い
。

◆
内
科
▽
と
こ
ろ
＝
指
定
医
療
機
関
▽
対
象
＝
平
成　

年
９

１０

月
生
ま
れ
◆
歯
科
▽
と
き
＝
４
月　

日（
水
）、　

日（
水
）い

１２

１９

ず
れ
も
午
前
９
時　

分
〜　

時　

分
▽
と
こ
ろ
＝
市
民
健
康

３０

１０

３０

セ
ン
タ
ー
▽
対
象
＝
平
成　

年
８
月
生
ま
れ

１０

▽
と
き
＝
４
月　

日（
火
）午
後
１
時
〜
２
時
▽
と
こ
ろ
＝
市

１１

民
健
康
セ
ン
タ
ー
▽
対
象
＝
平
成
８
年　

月
生
ま
れ
▽
持
ち

１０

物
＝
母
子
健
康
手
帳

▽
受
付
時
間
＝
午
前
９
時　

分
〜　

時　

分
▽
内
容
＝
身
体

３０

１０

３０

測
定
と
食
事
・
発
育
状
態
・
し
つ
け
に
つ
い
て
の
相
談
▽
持

ち
物
＝
母
子
健
康
手
帳
▽
申
込
方
法
＝
直
接
会
場
へ

診　療�救　急�
�休日診療
◆診療場所　　休日急患センター（市民健康センター１階）
◆内科系・小児科系　問い合わせ先　�０４６（２５２）９０９０
　受付時間　　午 前９時～１１時４５分、午後２時～４時４５分、

午後７時～９時４５分
◆歯科系　　　　　　問い合わせ先　�０４６（２５２）８２１７
　受付時間　　午前９時～１１時４５分、午後２時～４時３０分

こ
ん
に
ち
は�

赤�

ち
ゃ
ん�

 大  谷 　 亜 美   ちゃん
おお たに あ み

Ｈ１１．３．５生まれ　女
栗原中央５丁目

松   �
まつ

   　
ざき

 涼  佳 ちゃん
すず か

Ｈ１１．７．４生まれ　女
緑ケ丘１丁目

 伊  藤 　 洸 輝   ちゃん
い とう ひろ き

Ｈ１１．１０．２６生まれ　男
入谷１丁目

と　
　

き

４
月
７
日 （
金
）

午
後
１
時　

分
〜
４
時

３０

４
月　

日 （
月
）

１０

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

３０

４
月　

日 （
土
）

１５

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

３０

４
月　

日 （
木
）

２０

午
後
２
時
〜
４
時

４
月　

日 （
土
）

２２

午
前
９
時　

分
〜　

時　

分

３０

１１

３０

内　
　

容

自
己
紹
介
、
妊
婦
体
操
、

妊
娠
中
の
過
ご
し
方

妊
娠
中
の
歯
の
衛
生
、

赤
ち
ゃ
ん
の
衣
類

疑
似
体
験
、先
輩
マ
マ
に
聞

く
「
子
育
て
」

妊
娠
中
の
栄
養

赤
ち
ゃ
ん
の
も
く
浴
、

こ
れ
か
ら
に
向
け
て

　

先
に
各
ご
家
庭
に
配
布
し
ま
し
た
「
平
成
十
二
年
度
保
健
衛

生
の
お
知
ら
せ
」
に
一
部
誤
り
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
お
わ
び

し
て
訂
正
し
ま
す
。
訂
正
箇
所
は
次
の
と
お
り
で
す
。

○
八
ペ
ー
ジ
「
健
康
相
談
」
の
表
中
「
市
公
民
館
」
の
三
月
二

十
日（
火
）は
、
三
月
二
十
一
日（
水
）に
訂
正
し
ま
す
。

　

厚
木
保
健
福
祉
事
務
所
で
は
、

食
生
活
改
善
を
推
進
す
る
地
域
の

ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
養
成
す
る
た
め

の
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

○
と　

き　

五
月
二
十
五
日
〜
平

成
十
三
年
二
月
二
十
二
日
の
原

則
第
二
・
第
四
木
曜
日
（
全
十

五
回
）
午
前
十
時
〜
午
後
二
時

（
講
義
の
み
の
と
き
は
正
午
ま
で
）

○
と
こ
ろ　

厚
木
保
健
福
祉
事
務
所

○
潜
在
看
護
婦
、ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
募
集

　

訪
問
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
ナ
ー
ス
の

会
キ
ャ
ン
ナ
ス
県
央
支
部
で
は
、

在
宅
で
困
っ
て
い
る
患
者
さ
ん
、

ご
家
族
の
方
た
ち
を
一
緒
に
支
援

し
て
い
た
だ
け
る
潜
在
看
護
婦
、

ホ
ー
ム
ヘ
ル
パ
ー
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、
同
会
同
支
部
�
０

４
６（
２
５
６
）０
０
２
０
（
小

島
）
へ

○
詩
吟
無
料
体
験
教
室

▽
と
き
＝
４
月　

日
、　

日
い
ず

１３

２７

れ
も
木
曜
日
午
後
７
時
〜
９
時
▽

と
こ
ろ
＝
入
谷
老
人
憩
の
家
▽
対

象
＝
初
心
者
▽
指
導
者
＝　

日
本

（社）

吟
道
学
院
教
授
小
川
翠
龍
さ
ん
▽

問
い
合
わ
せ
先
＝
詩
吟
サ
ー
ク
ル

瑛
翠
会
�
０
４
６（
２
５
３
）６
３

９
７
（
藤
井
）

○
社
交
ダ
ン
ス
初
心
者
講
習
会

▽
と
き
＝
４
月
中
旬
〜
６
月
の
日

曜
日
午
後
２
時
〜
３
時　

分
（
全

３０

６
回
）
▽
と
こ
ろ
＝
市
公
民
館
▽

対
象
＝
ど
な
た
で
も
▽
定
員
＝
先

着　

人
▽
参
加
費
＝
２
０
０
０
円

５０
▽
申
込
方
法
＝
電
話
で
座
間
シ
ニ

ア
会
�
０
４
６（
２
５
２
）０
４
０

８
（
仲
村
）
へ

○
洗
濯
た
た
み
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
募
集

　

特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
ベ
ル

ホ
ー
ム
」
で
は
、
施
設
入
所
者
の

衣
類
、
タ
オ
ル
な
ど
を
洗
濯
配
布

し
て
い
た
だ
け
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

を
募
集
し
て
い
ま
す
。
午
前
の
み

で
も
午
後
の
み
で
も
可
能
で
す
。

１
日
で
き
る
方
に
は
昼
食
が
付
き

ま
す
。

　

詳
し
く
は
、同
ホ
ー
ム
�
０
４

６（
２
５
７
）１
１
２
１（
坂
間
）へ

○
市
陸
上
競
技
協
会
陸
上
選
手
権

大
会
参
加
者
募
集

▽
と
き
＝
５
月
７
日（
日
）午
前
８

時　

分
〜
（
受
け
付
け
）
▽
と
こ

３０
ろ
＝
大
和
市
陸
上
競
技
場
▽
参
加

資
格
＝
市
内
在
住
・
在
勤
・
在
学

者
お
よ
び
同
協
会
登
録
者
（
小
学

生
は
５
年
生
以
上
で
保
護
者
同

伴
）
▽
参
加
費
＝
同
協
会
登
録
者

８
０
０
円
、
未
登
録
者
１
０
０
０

円
、
高
校
生
５
０
０
円
、
中
学
生

３
０
０
円
、
小
学
生
無
料
▽
申
込

方
法
＝
４
月　

日（
金
）ま
で
に
電

２１

話
で
同
事
務
局
�
０
４
６（
２
５

４
）３
０
６
４
（
佐
藤
）
へ

○
春
の
大
正
琴
無
料
講
習
会

▽
と
き
＝
４
月　

日（
木
）午
前　

２０

１０

時　

分
〜
正
午
▽
と
こ
ろ
＝
相
武

１５
台
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
▽
内

容
＝
大
正
琴
で
春
ら
し
い
曲
を
弾

く
▽
対
象
＝
ど
な
た
で
も
（
初
心

者
歓
迎
）
▽
定
員
＝
先
着　

人
▽

２０

申
込
方
法
＝
当
日
直
接
会
場
へ
▽

問
い
合
わ
せ
先
＝
�
０
４
６
（
２

３
１
）
３
２
８
５
（
影
山
）

○
特
別
養
護
老
人
ホ
ー
ム
「
中
心

荘
」
で
お
花
見

▽
と
き
＝
４
月
８
日（
土
）　

時　
１１

１５

分
〜
▽
内
容
＝
模
擬
店
、
バ
ザ
ー

▽
持
ち
物
＝
敷
物
▽
そ
の
他
＝
バ

ザ
ー
品
募
集
中
▽
問
い
合
わ
せ
先

＝
同
ホ
ー
ム
�
０
４
６（
２
３
１
）

７
１
５
２

電　話所在地医　院　名診療月日
外科系

０４６ （２５６）００ １１相模が丘相模台病院４月２日
０４６ （２５１） ４１１１立野台座間中央病院４月９日

婦人科系
０４６ （２５３） ３５１１相武台シロタ産婦人科４月２日
０４６ （２５２） ０６２５さがみ野原産婦人科医院４月９日

耳鼻科系

０４２（７５６）９０００相模原市相模大野相模原南メヂカルセンター
４月２日
４月９日

◆外科・婦人科・耳鼻科系（昼間）
診療時間　午前９時～正午、午後２時～５時

�夜間・深夜診療
　消防テレホンサービス�０４６（２５１）０１１９で医療機関を紹介します。
　　　　　　　　　消防署　�０４６（２５６）２２１１（２４時間）
　　　　　　　　　　　　　�０４６（２５１）５２６３（障害者の方用）
　　　　　　　　　市役所　�０４６（２５５）１１１１（午後１０時まで）
※当番医が変更される場合もありますので、必ず電話で診療時間も
含めて確認してください。

問い合わせ先

み
ん
な
の�

広
場�

食
生
活
改
善
推
進
員

養
成
講
座
の

受
講
生
募
集

○
内　

容　

食
生
活
改
善
、
公
衆

衛
生
に
関
す
る
知
識
と
実
践
の

た
め
の
技
術
の
習
得

○
対　

象　

継
続
的
に
出
席
可
能

で
実
践
意
欲
の
高
い
方

○
定　

員　

十
五
人

○
受
講
料　

無
料
（
材
料
費
は
一

部
自
己
負
担
）

○
申
込
方
法　

四
月
十
四
日（
金
）

ま
で
に
、
直
接
ま
た
は
電
話
で

市
役
所
市
民
健
康
課
�
０
４
６

（
２
５
２
）７
２
２
５
へ

○
問
い
合
わ
せ
先　

厚
木
保
健
福

祉
事
務
所
保
健
福
祉
課
�
０
４

６（
２
２
４
）１
１
１
１
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